
##

区分 住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率
（元年度末） A B B/A

人 千円 千円 千円 ％
200,275 59,721,618 1,335,526 10,579,972 17.7

％
19.9

１　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

八千代市の給与・定員管理等について

（参考）
平成30年度の人件費率

元年度

（注）1　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、
　　　　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）
　　　　適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。
　　　2　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、

　　　　地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の
　　　　支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域
         手当支給率）により算出。）
　　　3　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した
　　　　ものです。

※　平成31年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上
　　昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

　本市では、過去の人口急増期に職員を大量に採用しましたが、近年はその世代の職員が定年を迎え，退職者
が大幅に増加いたしました。そのため、定年を迎えた職員の職責を国に比べ若い職員が担うこととなっています。
　給料は職責に応じて決定されるため、国の経験年数が同じ職員と比較すると、給料月額が高くなっていることが、
ラスパイレス指数を引き上げているもっとも大きな要因と捉えています。
　

(3)ラスパイレス指数の状況
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八千代市 類似団体平均 全国市平均

区分 職員数 （参考）一人当たり （参考）類似団体平均
A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　B 給与費　　B/A 一人当たり給与費

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,207 4,409,446 1,483,925 1,939,550 7,832,921 6,490 6,650

　　　3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。
　　　2　職員数は平成31年4月1日現在の人数です。

元年度

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

給　　与　　費

（注）1　職員手当には退職手当を含みません。



(4)給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、給料表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の
　　　   支給割合の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

［　実施　　　　　未実施　]

(給料表の改定実施時期)
 平成27年4月1日

(実施内容)
 国及び県の見直し内容を踏まえ、平均1.9％引下げ。
 激減緩和のため、3年間(平成30年3月31日まで)の経過措置(現給保障)を実施。

②地域手当の見直し

八千代市は国基準10％に対し、従前より10％を支給しているため現状維持としている。

（参考）
平成30年度 平成31年度 令和2年度
の支給割合 の支給割合 の支給割合

国基準による支給割合 10% 10% 10%

八千代市の支給割合 10% 10% 10%

③その他の見直しの内容

令和2年4月1日現在
削減措置 実施期間 内容

4級は1%、5級は2%、6級は2.5%、７級は7%、8級の
職員は8%を減額

（5）特記事項

特
別
職

　人件費削減措置

一
般
職

管理職手当の減額 令和2年4月から令和3年3月まで 8級の職員は10%の減額

一般職の給料の減額 令和2年4月から令和3年3月まで

特別職の給料の減額 令和2年6月から令和3年3月まで 市長・副市長・教育長・事業管理者は10%を減額

区分

八千代市 39.4 歳 304,974 円 404,591 円 360,010 円
千葉県 40.8 歳 308,010 円 410,794 円 360,951 円

国 43.2 歳 327,564 円 408,868 円 - 円
類似団体 41.6 歳 316,271 円 417,263 円 376,597 円

１）一般行政職

平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

平均年齢

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和2年4月1日現在）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況



参考
対応する民間 Ａ／Ｂ
の類似職種

八千代市 52.8 歳 43 人 374,100 円 445,830 円 425,223 円 - - - -
うち清掃職員 52.4 歳 16 人 375,400 円 470,120 円 427,413 円 廃棄物処理業従業員 46.2 歳 300,100 円 1.49
うち学校給食員 54.3 歳 8 人 374,600 円 431,675 円 427,075 円 調理士 43.4 歳 270,600 円 1.60
うち用務員 56 歳 3 人 378,300 円 420,733 円 417,000 円 用務員 55.9 歳 207,900 円 2.02

53.7 歳 370 人 309,007 円 366,264 円 346,281 円 - - - -
50.9 歳 2,319 人 287,283 円 328,862 円 - 円 - - - -

51 歳 108 人 329,529 円 394,480 円 373,248 円 - - - -

八千代市 7,345,260 円 - 円 -
うち清掃職員 7,520,240 円 4,166,100 円 1.81
うち学校給食員 7,282,700 円 3,636,400 円 2.00
うち用務員 7,117,596 円 2,862,400 円 2.49

民間

参考
年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
区分

(C)

平均給与月額
（B）

平均年齢

(D)
Ｃ／Ｄ

平均年齢 平均給与月額

２）技能労務職

類似団体

区分

国
千葉県

公務員
平均給与月額

（国比較ベース）（Ａ）
平均給料月額職員数

　（注）１　「平均給料月額」とは、令和2年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、
　　　　　地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
　　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。



（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）

大学卒 261,867 円 360,453 円 389,045 円 408,441 円
高校卒 230,350 円 364,658 円 394,189 円
高校卒 361,228 円 378,329 円
中学卒 371,126 円

（注）　令和2年4月1日に区分の経験年数に達した職員がいない場合「該当なし」と記載しています。

該当なし

区分

一般行政職

技能労務職

経験年数10年

該当なし
該当なし

経験年数30年経験年数20年 経験年数25年

該当なし
該当なし

該当なし

総合職　　　　　　　　186,700 円

一般職　　　　　　　　182,200 円

高校卒 160,100 円 152,700 円

中学卒 139,900 円

千葉県 国
決定初任給 決定初任給

-

円188,700

154,900 一般職　　　　　　　　150,600円 円

-

（2）職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）

技能労務職

大学卒

区分
八千代市

決定初任給

一般行政職

高校卒

-

188,700 円

154,900 円



３  一般行政職の級別職員数等の状況

(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和2年4月1日現在）

区分 標準的な職務内容 構成比

１級 主事　技師 47 人 7.6%
２級 主事　技師 128 人 20.7%
３級 主任主事　主任技師 153 人 24.7%
４級 主査補 85 人 13.7%
５級 主査 71 人 11.5%
６級 副主幹 56 人 9.0%
７級 課長　室長 57 人 9.2%
８級 部長　局長　次長 22 人 3.6%

職員数

（注）1  八千代市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　2  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な補職名です。
　　　3　一般行政職とは税務職、薬剤師・医療技術職、看護・保健職、福祉職、消防職、企業職、清掃職員、学校給食員、

その他技能労務職、小・中学校（幼稚園）教育職、その他の教育職以外の職員です。

イ．　人事評価を活用している

昇給可能な 昇給実績が 昇給可能な 昇給実績が
区分 ある区分 区分 ある区分

上位，標準，下位の区分 ○ ○ ○ ○

上位，標準の区分
標準，下位の区分
標準の区分のみ(一律)

ロ．　人事評価を活用していない
活用予定時期

(2)昇給への人事評価の活用状況（八千代市）

活用している昇給区分

○ ○

管理職員 一般職員
令和2年4月2日から令和3年4月1日

までにおける運用

１級 7.6% １級 9.1%
１級 15.1%

２級 20.7%
２級 21.0%

２級 26.3%

３級 24.7%
３級 25.9%

３級 10.0%

４級 13.7% ４級 8.5%

４級 9.0%

５級 11.5%
５級 11.7%

５級 13.6%

６級 9.0%
６級 9.4% ６級 12.9%

７級 9.2% ７級 10.1% ７級 9.3%

８級 3.6% ８級 4.3% ８級 3.8%
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４　職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当

1人当たり平均支給額（令和元年度）
1,478千円

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.6月分 1.9月分 1.9月分 2.6月分 1.9月分

（1.45）月分 （0.9）月分 （0.9）月分 （1.45）月分 （0.9）月分

加算措置 加算措置 加算措置

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（八千代市）

イ．　人事評価を活用している

支給可能な 支給実績が 支給可能な 支給実績が
成績率 ある成績率 成績率 ある成績率

上位、標準、下位の成績率 ○

上位、標準の成績率
標準、下位の成績率
標準の成績率のみ(一律)

ロ．　人事評価を活用していない
活用予定時期

活用している成績率

○
未定

令和2年度中における運用 管理職員 一般職員

　・管理職加算　15・25％

　職制上の段階、職務の級等による 　職制上の段階、職務の級等による

　・役職加算　5～15%

　職制上の段階、職務の級等による

八千代市

(加算措置の状況）　　

国

(加算措置の状況）　　(加算措置の状況）　　

千葉県

1,760千円

期末手当
2.6月分

（1.45）月分

　・役職加算　 5～20％

1人当たり平均支給額（令和元年度）

　・管理職加算　10～25％

－

　・役職加算　 5～20％

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分
その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算） 定年前早期退職特例措置 （2%～45%加算）
一人当たり平均支給額 5,236千円 21,980千円
（注）　退職手当の一人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

（2）退職手当（令和2年4月1日現在）

八千代市 国

令和2年4月1日現在
491,624千円

357,545円
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

全域 10% 1,331人 10%

支給実績（令和元年度決算）
支給職員一人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

（3）地域手当



（4）特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）
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手当の名称 主な支給対象職員（支給実績職員） 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

買収交渉手当
土地、家屋その他物件の移転又は買収の交渉の業務に
従事する職員

土地、家屋その他物件の移転又は買収の交渉の業務に従事したとき 5 千円
日額330円

毒物・劇物取扱手当 元年度支給実績なし
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条各項に規定するものを使用し、検査、

試験、病害虫防除等の作業に従事したとき

日額250円

(1)救急救命士が救急救命処置を行ったとき (1)1回460円

(2)救急業務に従事したとき (2)1回190円

(3)救助の業務に従事したとき (3)1回240円

(4)火災防ぎょ活動に従事したとき (4)1回290円

大型車　1勤務　240円

普通車　1勤務　160円

高所作業手当 消防職員 10m以上の高所で作業又は訓練に従事したとき 537 千円 日額260円

災害出動手当 元年度支給実績なし 非常災害の場合に出動し、その災害救助又は罹災者対策の業務に従事したとき 日額940円

行旅死亡人取扱業務に従事したとき 1回2,910円

行旅病人取扱業務に従事したとき 1回1,950円

保育手当 保育士 保育の業務に常時従事したとき 4,347 千円 日額140円

福祉業務手当 社会福祉主事の職にある職員 社会福祉の業務に常時従事したとき 1,747 千円 日額170円

児童指導員手当 児童指導員 児童福祉施設において常時児童指導員の業務に従事したとき 67 千円 日額160円

臨床心理士手当 臨床心理士 臨床心理士の業務に常時従事したとき 72 千円 日額170円

理学療法士手当 理学療法士 理学療法士の業務に常時従事したとき 112 千円 日額170円

保健手当 保健師、栄養士、看護師及び歯科衛生士 保健衛生の業務に常時従事したとき 1,611 千円 日額130円

（1）廃棄物の収集車又は機械操作等の運転業務に従事したとき

（2）廃棄物の処理作業に従事したとき

動物死体処理作業手当 清掃業務に従事する職員 犬、ねこ等動物の死体処理作業に従事したとき 437 千円 1回400円

守衛業務手当 守衛 守衛の業務に常時従事したとき 65 千円 日額110円

建築主事業務手当 建築主事 建築確認等の業務に従事したとき 163 千円 日額250円

支給実績（令和元年度決算）

手当の種類（手当数）

18,361千円

36.7%

36,431円支給職員一人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度）

支給実績（令和元年度決算）

元年度支給実績なし

元年度支給実績なし

6,064 千円

583 千円

元年度支給実績なし

日額370円

救急業務又は救助若しくは火災防御の業務に従事するため出動する自動車の運転に従事
したとき

伝染病患者若しくは伝染病の疑いがある患者の救護又は伝染病菌の付着若しくは付着の

危険がある物体の処理作業に従事したとき
元年度支給実績なし

日額450円2,528 千円

市税の賦課又は徴収の事務に従事する職員が市税の滞納整理、犯則事件の調査又は滞

納処分の執行のため出張し、これらの業務に従事したとき(滞納整理にあっては、滞納者と
交渉したときに限る。)及び国民健康保険料の賦課又は徴収の事務に従事する職員が国民

健康保険の滞納整理又は滞納処分の執行のため出張し、これらの業務に従事したとき(滞

納整理にあっては、滞納者と交渉したときに限る。)

日額290円

税務職員、国民健康保険の賦課又は徴収の事務に従事

する職員
21　千円

消防活動手当 消防職員

滞納処分手当

機関運転手当

行旅死病人取扱手当

防疫作業手当

清掃業務手当 清掃業務に従事する職員

元年度支給実績なし

元年度支給実績なし

消防職員



　 （単位：千円）
支給実績（令和元年度決算） 497,399
職員一人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 400
支給実績（平成30年度決算） 472,630
職員一人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 379

（5）時間外勤務手当

(注) 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、支給実績と同じ年度の4月1日現在総職員数(管理職員等、制度上時間外勤務手当の
　　　支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

（6）その他の手当（令和2年4月1日現在）

（令和元年度決算）
（単位：千円） （単位：円）

（1）子以外の扶養親族 1人につき 6,500円

（8級職員は3,500円） 同じ

（2）子 1人につき 10,000円

　　　16歳から22歳までの子 1人につき 5,000円加算

（1）借家の場合 （1）同じ

（2）持家の場合 （2）同じ

     支給なし

（1）異なる

（2）異なる （2）使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給

部長相当職…81,900円

次長相当職…70,500円
(令和2年4月から令和3年3月までの間、1(5)のとおり減額中)

宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられた場合 1回につき 4,400円 同じ ─ 290 72,600

休日勤務手当 休日において、正規の勤務時間に勤務を命ぜられた場合 1時間当たり 1時間当たりの給与単価×1.35 同じ ─ 81,197 187,956

特定の官職に新たに採用されるもの等

2,500円～414,800円

（上記1、2の手当については、採用後1年経過ごとに減額）

扶養手当 109,215 219,748

100,677 282,009

─

　　家賃の額に応じて28,000円を限度に支給

　　（家賃16,000円を超える場合に限る）

住居手当

内容及び支給単価 国の制度との異同 国の制度と異なる内容
支給実績

（令和元年度決算）手当名

（2）乗用車等を使用する場合

　　　使用距離に応じて3,980円～39,430円を支給

（1）電車・バスを利用する場合

　　　6ヶ月定期券等の価額による支給を基本として全額支給

─

―

災害派遣手当

初任給調整手当

夜間勤務手当 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合

主幹相当職…44,300円

1時間当たり 1時間当たりの給与単価×0.25

管理職員特別勤務手当

1日につき 3,970～6,620円
災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて
八千代市の区域に滞在することを要する場合

（1）科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が
困難であると認められる職に採用された職員

（2）上記以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充につ
いて特別の事情があると認められる職に採用された職員

月額
採用の日から5年以内

2,500円

月額
採用の日から3年以内

1,000円

─ ─

同じ ─ 6,586

異なる ─

─

112,161

─

35,988

─

支給職員1人当たり
平均支給年額

課長相当職…55,300円
俸給表、職務の級、官職に応じて定額の手当額が定められている

通勤手当

26,359

管理職手当 異なる

管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要がある場合、勤務1回につき職員の区分に応じた定額を支給
※勤務1回につき6時間以上勤務した場合は、定額の150/100を支給

（1）休日
部長相当職…10,000円　　次長相当職…9,000円　　課長相当職…8,000円　　主幹相当職…7,000円

（2）平日深夜
部長相当職…5,000円　　 次長相当職…4,500円　　課長相当職…4,000円　　主幹相当職…3,500円

676,226

異なる 俸給表ごとの区分に応じて定額の手当額が定められている 3,374

86,557

134,929

（1）6ヶ月定期券等の価額による一括支給を基本とし、1ヶ月当
　　たり55,000円を限度として全額支給



（1）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

区分 対前年 主な増減理由 人口1万人当たり
部門 平成31年 令和2年 増減数 の職員数

議 会 10 10 0
総 務 231 228 -3 事務の統廃合縮小
税 務 64 64 0
民 生 301 289 -12 事務の統廃合縮小
衛 生 108 106 -2 事務の統廃合縮小
労 働 0 1 1 業務増
農林 水産 20 20 0
商 工 11 10 -1 事務の統廃合縮小
土 木 99 100 1 業務増

小計 844 828 -16 事務の統廃合縮小 41.3人
139 135 -4 事務の統廃合縮小
224 228 4 業務増

1,207 1,191 -16
(122) (82)

38 43 5 業務体系の見直し
20 15 -5 業務体系の見直し
59 58 -1 事務の統廃合縮小

117 116 -1

(3) (3)
1,324 1,307 -17
(125) (85)

※1,401 ※1,401

65.3人

59.5人

　　　2　（　）内は、再任用の短時間勤務職員であり、外書き
（注）1　職員数は一般職に属する職員の人数

そ の 他

　　　3　※は、条例定数の合計

公

営

企

業

等

会

計

部

門

水 道
下 水 道

小計

６　職員数の状況

合　　計

小計

　

職員数

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

教 育 部 門
消 防 部 門

946,000 円

804,000 円

議   長 520,000 円 724,000 円 / 463,000 円
副議長 480,000 円 660,000 円 / 420,000 円
議   員 460,000 円 606,000 円 / 400,000 円
市 　長 （令和2年度支給割合）
副市長
議   長 （令和2年度支給割合）
副議長
議   員

（算定方式） (1期の手当額） （支給時期）
94万6千円×在職月数×0.35 15,892,800円 任期毎

副市長 80万4千円×在職月数×0.25 9,648,000円 任期毎

副市長

（注）　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）
　　　勤めた場合における退職手当の見込額です。

副市長

1,130,000 円 / 792,000 円

930,000 円 / 675,800 円

市 　長
8%

５　特別職の報酬等の状況（令和2年4月1日現在）

地

域

手

当

報
酬

期
末
手
当

退

職

手

当

　（支給率）

(参考）類似団体における最高/最低額
給料月額等

4.1月分

4.1月分

市 　長

区分

給
料

市 　長



(3)　職員数の推移

年度

部門別

857 860 879 876 844 828 -29 (-3.4%)

120 119 118 115 139 135 15 (12.5%)

209 210 210 215 224 228 19 (9.1%)

1,186 1,189 1,207 1,206 1,207 1,191 5 (0.4%)

121 121 121 119 117 116 -5 (-4.1%)

1,307 1,310 1,328 1,325 1,324 1,307 0 (0%)

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

増減数（率）

公営企業等会計　計

総合計

普通会計　計

一般行政

教育

消防

（単位：人）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年
過去５年間の

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

16 1,307

(85) (85)

（2）年齢別職員構成の状況（令和2年4月1日現在）　

区　分 計

92165 223 150 122

　（注）　（　）内は、再任用の短時間勤務職員であり、外書きです。

100 121 93
職員数

(人)
9 87 129

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

構成比

5年前の構成比



区分 平均年齢 基本給 平均月収額
八千代市 39.1歳 345,459円 525,974円

水道事業平均 44.2歳 339,529円 512,723円

（1）職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和2年4月1日現在）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

1,502千円 1,478千円
（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.6月分 1.9月分 2.6月分 1.9月分

（1.45）月分 (0.9）月分 （1.45）月分 (0.9）月分

加算措置 加算措置

（注）（　）内は，再任用職員に係る支給割合です。

(加算措置の状況）　　 (加算措置の状況）　　

　職制上の段階，職務の級等による 　職制上の段階、職務の級等による

　・役職加算　5～15% 　・役職加算　5～15%

3）職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

水道事業 一般行政職
一人当たり平均支給額（令和元年度） 一人当たり平均支給額（令和元年度）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.270750月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

一人当たり平均支給額 0千円 0千円 一人当たり平均支給額 5,236千円 21,980千円

（注）1　退職手当の一人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。
　　　2　令和元年度中の総退職手当受給者数が３人以下であるため、一人当たり平均支給額を０千円と記載。

イ　退職手当（令和2年4月1日現在）

水道事業 一般行政職

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
（2%～20%加算） （2%～20%加算）

12,779千円
375,866円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）
全域 10% 32人 10%

ウ　地域手当（令和2年度4月1日現在）

支給実績（令和元年度決算）
支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

ア　決算

区分 総費用 職員給与費
Ａ B

令和元年度 3,525,301千円 200,309千円

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費73,967千円は含みません。

区分 職員数 給与費
A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　計 　　Ｂ

令和元年度 34人 116,919千円 31,664千円 54,418千円 203,001千円

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
　　　２　職員数は、令和２年３月３１日現在の人数。

イ　人件費削減措置　　

一般行政職と同様です。（1(5)参照）

5,971千円

609,092千円 5.7% 5.9%

一人当たり給与費Ｂ/Ａ
水道事業平均

一人当たり給与費

6,165千円

（参考）平成30年度の総費用に占める
職員給与費比率

7　公営企業職員の状況

（1）水道事業

　1）職員給与費の状況

純利益 総費用に占める職員給与費
比率B/A



（単位：千円）
支給実績（令和元年度決算） 6,210千円
職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 194千円
支給実績（平成30年度決算） 7,969千円
職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 234千円

オ　時間外勤務手当

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

　　　２　職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(令和元年度決算)」と同じ年度の4月1日現在の総職員数(管理職員、教育職員等、制度上
　　　　　時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）で、短時間勤務職員を含みます。

支給実績

（令和元年度決算） （令和元年度決算）

（1）子以外の扶養親族 1人につき 6,500円

（8級職員は3,500円）
（2）子 1人につき 10,000円
　　　16歳から22歳までの子 1人につき 5,000円加算

借家の場合

部長相当職…81,900円
次長相当職…70,500円
（令和2年4月から令和3年3月までの間、1(5)のとおり減額中）

（上記1、2の手当については、採用後1年経過ごとに減額）

カ　その他の手当（令和2年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政職の制度と

の異同
一般行政職の制度と

異なる内容

支給職員1人当たり
平均支給年額

扶養手当 ─ 3,377千円 225,133円同じ

271,700円　　（家賃16,000円を超える場合に限る）
　　家賃の額に応じて28,000円を限度に支給

─同じ住居手当 3,532千円

　　　6ヶ月定期券等の価額による支給を基本として全額支給

（2）乗用車等を使用する場合
─同じ

管理職手当 同じ ―

104,469円

718,830円

通勤手当

2,875千円
課長相当職…55,300円
主幹相当職…44,300円

　

（1）電車・バスを利用する場合

3,030千円

　　　使用距離に応じて3,980円～39,430円を支給

同じ ─ ─ ─管理職員特別勤務手当

管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要がある場合、勤務1回につき職員の区分に応じた定額を支給
※勤務1回につき6時間以上勤務した場合は、定額の150/100を支給

（1）休日
部長相当職…10,000円　　次長相当職…9,000円　　課長相当職…8,000円　　主幹相当職…7,000円

（2）平日深夜
部長相当職…5,000円　　 次長相当職…4,500円　　課長相当職…4,000円　　主幹相当職…3,500円

── ─初任給調整手当

（1）科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難
であると認められる職に採用された職員

採用の日から3年以内

1,000円
同じ

2,500円

（2）上記以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について
特別の事情があると認められる職に採用された職員

採用の日から2年以内

手当の名称 主な支給対象職員（支給実績職員） 主な支給対象業務
支給実績

（令和元年度決算）
左記職員に対する

支給単価

現場業務手当 現場業務に従事した職員 工事の施行、監督、立会、測量、検査若しくは漏水調査又は浄水場又は給水場の施設の修理、点検等現場業務に従事した交替制勤務職員以外の職員 102 千円 日額250円

緊急業務手当 時間外に出動した職員 正規の勤務時間外に漏水、施設の故障等緊急業務のため出動した職員 9 千円 1回2,300円

災害出動手当 令和元年度支給実績なし 非常災害の場合に出動し、その災害救助又は罹災者対策の業務に従事した職員 支給実績なし 日額2,300円

電気主任技術者手当 令和元年度支給実績なし 電気事業法第43条第1項の規定により八千代市水道事業管理者が電気主任技術者に任命した職員で、電気工作物の維持及び運用に関する保安業務に従事したもの 支給実績なし 月額2,500円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度）

手当の種類（手当数）

エ　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

区分

支給実績（令和元年度決算）

支給職員一人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

全職種

111千円

9,267円

35.3%

4



区分 平均年齢 基本給 平均月収額
八千代市 39.3歳 348,680円 546,028円

下水道事業平均 43.0歳 337,655円 510,496円

2）職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和2年4月1日現在）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

1,561千円 1,478千円
（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.6月分 1.9月分 2.6月分 1.9月分

（1.45）月分 （0.9）月分 （1.45）月分 （0.9）月分

加算措置 加算措置

（注）（　）内は，再任用職員に係る支給割合です。

(加算措置の状況）　　 (加算措置の状況）　　

　職制上の段階，職務の級等による 　職制上の段階、職務の級等による

　・役職加算　5～15% 　・役職加算　5～15%

3）職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

下水道事業 一般行政職
一人当たり平均支給額（令和元年度） 一人当たり平均支給額（令和元年度）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

一人当たり平均支給額 0千円 0千円 １人当たり平均支給額 5,236千円 21,980千円

（注）1　退職手当の一人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。
　　　2　令和元年度中の総退職手当受給者数が３人以下であるため、一人当たり平均支給額を０千円と記載。

イ　退職手当（令和2年4月1日現在）

下水道事業 一般行政職

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
（2%～20%加算） （2%～20%加算）

9,378千円
375,105円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）
全域 10% 29人 10%

ウ　地域手当（令和2年4月1日現在）

支給実績（令和元年度決算）
支給職員一人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

ア　決算

区分 総費用 職員給与費

Ａ B

令和元年度 3,134,946千円 127,861千円

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費65,168千円は含みません。

区分 職員数 給与費
A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　計 　　Ｂ

令和元年度 23人 84,308千円 32,505千円 38,200千円 155,013千円

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
　　　２　職員数は、令和2年3月31日現在の人数。

イ　人件費削減措置　　

一般行政職と同様です。（1(5)参照）

6,740千円

161,855千円 4.1% 3.8%

一人当たり給与費Ｂ/Ａ
下水道事業平均

一人当たり給与費

6,134千円

(参考)
平成30年度の総費用に占める職員給
与費比率

（2）下水道事業

　1）職員給与費の状況

純利益（純損失） 総費用に占める職員給与費比
率B/A



（単位：千円）
支給実績（令和元年度決算） 15,439千円
職員一人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 702千円
支給実績（平成30年度決算） 11,365千円
職員一人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 541千円

　　　　

オ　時間外勤務手当

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

　　　２　職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(令和元年度決算)」と同じ年度の4月1日現在の総職員数(管理職員、教育職員等、制度上
　　　　　時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）で、短時間勤務職員を含みます。

（令和元年度決算） （令和元年度決算）

（1）子以外の扶養親族 1人につき 6,500円

（8級職員は3,500円）

（2）子 1人につき 10,000円

　　　16歳から22歳までの子 1人につき 5,000円加算

借家の場合

部長相当職…81,900円
次長相当職…70,500円
（令和2年4月から令和3年3月までの間，1(5)のとおり減額中）

（上記1、2の手当については、採用後1年経過ごとに減額）

1,957千円 652,200円
　

主幹相当職…44,300円 ―

住居手当 同じ

管理職手当
課長相当職…55,300円

同じ

（2）乗用車等を使用する場合

　　　使用距離に応じて3,980円～39,430円を支給

通勤手当 同じ

カ　その他の手当（令和2年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政職の制度と

の異同
一般行政職の制度と

異なる内容

支給職員1人当た
り平均支給年額

支給実績

扶養手当 同じ ─ 1,888千円 235,938円

─ 2,250千円 112,494円

（1）電車・バスを利用する場合

　　　6ヶ月定期券等の価額による支給を基本として全額支給

管理職員特別勤務手当 同じ ─ 40千円 5,714円

管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要がある場合、勤務1回につき職員の区分に応じた定額を支給
※勤務1回につき6時間以上勤務した場合は、定額の150/100を支給
（1）休日
部長相当職…10,000円　　次長相当職…9,000円　　課長相当職…8,000円　　主幹相当職…7,000円

（2）平日深夜
部長相当職…5,000円　　 次長相当職…4,500円　　課長相当職…4,000円　　主幹相当職…3,500円

初任給調整手当

（1）科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難
であると認められる職に採用された職員

採用の日から3年以内 2,500円

同じ ─ ─ ─（2）上記以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について
特別の事情があると認められる職に採用された職員

採用の日から2年以内 1,000円

─ 2,565千円 256,500円　　（家賃16,000円を超える場合に限る）

　　家賃の額に応じて28,000円を限度に支給

手当の名称 主な支給対象職員（支給実績職員） 主な支給対象業務
支給実績

（令和元年度決算）

左記職員に

対する支給
単価

現場業務手当 現場業務に従事した職員 工事の施行、監督、立会、測量、検査若しくは漏水調査又は浄水場又は給水場の施設の修理、点検等現場業務に従事した交替制勤務職員以外の職員 143 千円 日額250円

緊急業務手当 令和元年度支給実績なし 正規の勤務時間外に漏水、施設の故障等緊急業務のため出動した職員 支給実績なし 1回2,300円

災害出動手当 令和元年度支給実績なし 非常災害の場合に出動し、その災害救助又は罹災者対策の業務に従事した職員 支給実績なし 日額2,300円

電気主任技術者手当 令和元年度支給実績なし 電気事業法第43条第1項の規定により八千代市水道事業管理者が電気主任技術者に任命した職員で、電気工作物の維持及び運用に関する保安業務に従事したもの 支給実績なし 月額2,500円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度）

手当の種類（手当数）

エ　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

区分

支給実績（令和元年度決算）

支給職員一人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

全職種

143千円

23,904円

24.0%

4


